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◆2015年度コミュニティ福祉学研究科修士論文タイトル一覧◆

◆2015年度コミュニティ福祉学研究科博士論文タイトル一覧◆

執筆者 論文題名 主査

張　琪 在日華僑・華人ニューカマーズの生活適応に関する支援課題
─調査に基づいて─ 森本　佳樹

呉　英美 韓国の老人療養施設の課題と展望
─「生活の場」の視点から─ 三本松　政之

小林　若菜 生活保護制度における自立観の一考察
─支援困難事例から探る社会的自立への支援─ 平野　方紹

田中　祐一朗 精神障害者家族の「友人」に対する役割期待の研究 結城　俊哉

馬場　太郎 終末期患者の在宅療養におけるソーシャルワーク機能
〜在宅療養を希望する末期がん患者への支援〜 松山　真

金子　琴美 学校運動部指導者における指導意識の形成過程に関する研究
─「競技志向」への傾倒に着目して─ 松尾　哲矢

佐野　結菜 労働世代の男性におけるDVトリガーの検討 松山　真

大和田　晴香 福島県いわき市における災害公営住宅・復興公営住宅での
コミュニティ形成に関する研究 森本　佳樹

黄　嘉倫 SOSネットワークの構築と継続的運営方法に関する研究
─認知症高齢者の発見保護機能に着目して─ 長倉　真寿美

劉　洋 居所不明児童の実態と行政支援システムの検討 浅井　春夫

執筆者 論文題名 主査

小沼　春日
地域支援場面における共通アセスメントファクターの開発
─地域福祉実践の実証的分析及び地域福祉の理論と方法論の考察
を通して─

森本　佳樹

陳　燕
中国都市部における社区を基盤とした高齢者支援システムのあり
方に関する研究─大連市をフィールドとした高齢者ニーズとサー
ビスの実態調査を通して─

森本　佳樹

任　賢宰
認知症高齢者を支える家族介護者支援のシステムのあり方に関す
る研究
─サービス利用と心理的変容の考察を通じて─

森本　佳樹
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立教大学コミュニティ福祉学部・研究科 
倫理指針

立教大学コミュニティ福祉学部・研究科（以下、「学部・研究科」と記す。）は、「いのちの尊

厳のために」という理念のもと、社会福祉学、コミュニティ政策学、スポーツウエルネス学、福

祉人間学などからなる学際的な視角から福祉について総合的に研究し教育する場である。学部・

研究科に所属する者は、研究および教育の場において、すべての人間の尊厳を認めることは無論

のこと、いのちあるものすべてに対して、さらにはいのちを育むすべてのものに対して、最大限

の敬意を払わなければならない。

こうした趣旨のもと、立教大学コミュニティ福祉学部・研究科倫理指針（以下、「倫理指針」

と記す。）を定めることとする。学部・研究科に所属する者は、あらゆる研究教育活動において、

「いのちの尊厳のために」という理念を行動の規範とし、自らの営為がもたらす結果に対して責

任をもたなければならず、その具体的個別的な判断が問われる場合には、倫理指針に従うことと

する。そして倫理指針を的確に運用するために、倫理委員会を設置する。当委員会の運営規定に

ついては別に定めることとする。

以上のように、学部・研究科に所属するすべての構成員に倫理指針を遵守する義務があるが、

とくに教員は、自らこの倫理指針を遵守するだけでなく、学生・大学院生の主査・副査を務める

に際して、倫理指針に基づいて調査研究がおこなわれるよう指導する義務も負うこととなる。そ

してこのことは、倫理委員会の業務に先立っておこなわれることが原則である。

倫理指針を作成するにあたって、「日本社会福祉学会研究倫理規定」（2006年４月１日施行）を

主たる典拠とし、「立教大学現代心理学部心理学研究科　倫理綱領および行動規範」（2007年６月

12日施行）をも参照した。

第一条【総則】　学部・研究科に所属する者は、以下を前提とした上で、学問の自由を保持しな

ければならない。

２．学部・研究科に所属する者は、一市民として、各種法令を遵守しなければならない。

３．学部・研究科に所属する者は、各人が拠って立つ学問領域の倫理指針を遵守しなければなら

ない。

４．学部・研究科に所属する者は、個人や集団を研究対象とする場合、その行動規範・習慣・文

化・価値観を尊重しなければならない。

５．学部・研究科に所属する者は、研究過程および結果の公表にあたって、良識と倫理が要請さ

れることを自覚し、上記３項はもとより、「いのちの尊厳のために」という理念のもと、以下
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に定める諸規定に則して行動しなければならない。

第二条【調査研究】　参与観察をおこなう場合はもとより、インタビュー調査やアンケート調査

をおこなう場合にも、自身が関与することによって調査対象となる人間・組織・地域等、さら

にそれを取り巻く環境にさまざまな影響が及ぼされることを常に自覚しなければならない。

２．調査をおこなう際、調査対象となる人間・組織・地域等に最大限の敬意を払うとともに、調

査結果を公表する際にはプライバシーに配慮し、調査対象から名称を明記する許諾を得ている

場合をのぞき、匿名性を保持しなければならない。

３．研究会やゼミ、あるいは福祉実習やインターンシップにおけるケースカンファレンスのよう

に、情報の受け取り手が限定された場においては、実名を用いた発表も認められるが、その際

は参加者全員に守秘義務が課せられる。

４．匿名性を保持するために何らかの加工を施した場合、それが如何なる加工であるかを、可能

な範囲で公表時に明記しなければならない。

５．地域、組織や団体の名称を明記する必然性がある場合、また特定個人に関しても個人名を明

記する必然性がある場合、予め許諾を得ておくことは当然であるが、その許諾を文書の形にす

ることが望ましい。そして以上の手順を踏んだことを、公表時に明示しなければならない。

６．調査をおこなう場合、調査の目的と手順を、対象となる人間・組織・地域等に予め明示しな

ければならない。さらに調査によって得たデータを論文等の形で公表することの許諾を得てお

くことは当然であるが、その許諾を文書の形にすることが望ましい。そして以上の手順を踏ん

だことを、公表時に明示しなければならない。

７．調査をおこなう場合、質問紙の文言や質問事項が、対象となる人間・組織・地域等の人権・

名誉・プライバシー・機密等を侵害するものであってはならない。

８．開示要求に応えるべく、調査によって得られたデータは、論文等にて公表する以外のデータ

も含めて、研究成果の発表後、最低１年間は保存しなければならない。質問紙を用いる場合は、

記入済みの用紙をすべて、最低１年間は保存しなければならない。また調査の過程で入手した

画像（静止画・動画）や音声情報も、最低１年間は保存しなければならない。

第三条【実験研究】　心理学的手法や生理学的手法に依拠した実験をおこなう場合、各種法令を

遵守し、対象者の人権を守らなければならない。

２．実験をおこなう場合、被験者に実験の目的および手順を予め示し、実験に協力する旨の許諾

を文書の形で得なければならない。そしてこの手順を踏んだことを、公表時に明示しなければ

ならない。

３．開示要求に応えるべく、実験によって得たデータは、論文等にて公表する以外のデータも含

めて、発表後、最低１年間は保存しなければならない。

４．動物実験を実施するにあたっては、2006年６月１日施行の「厚生労働省の所管する実施機関
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における動物実験等の実施に関する基本指針」に準拠しなければならない。

５．野生動物を用いた実験をおこなう場合、対象となる動物に対してだけでなく、生態系に対し

て十二分の配慮を払わなければならない。

第四条【引用・参照】　研究は、先行研究の上に新たなる知見を積み重ねる営為である、従って、

各人が研究する領域の先行研究を常に調べ、視野に入れておくことが必須である。

２．先行研究の文章やデータを引用ないし参照する場合は、原著者名・文献名・発行元・発行

年・引用ないし参照する箇所を明示しなければならない。先行研究において提唱された概念を

援用する場合も同様である。ただしその概念が、各人が所属する学問領域において周知の専門

用語となっている場合はこの限りではない。

３．長文にわたって引用したり、図表を転載する場合は、原則として、著作権者からの許諾を得

なければならない。

４．引用や参照は原典主義を貫かなければならない。いわゆる「孫引き」は、研究者倫理として

許されない行為である。

５．インターネット上のデータや文章を引用ないし参照する場合には、細心の注意を払わなけれ

ばならない。原則として信頼すべき機関・組織・団体・地域によって公表されている一次デー

タや文章以外は用いてはならず、しかも同じ内容の記された文字文献が存在する場合には、文

字文献に依拠することが望ましい。なお引用や参照の対象がインターネットにしか存在しない

場合は、その旨を明示し、URLとともに転載した年月日を明示しなければならない。

第五条【投稿・発表】　原著論文の投稿にあたっては、二重（多重）投稿してはならない。

２．学会や研究会にて発表する場合にも、上記第一条〜第四条の規定を遵守しなければならない。

第六条【外部資金の使用】　外部資金を用いて研究する、ないしは教育活動をおこなう場合、申

請目的と予算に合致した形で使用しなければならない。予算に計上した費目以外の目的のため

に使用する際には、外部資金提供者および本学の外部資金担当部署と協議し、しかるべき手続

きをとらなければならない。

２．支出に関する領収書など証憑の整理保存に努め、会計を明確にしなければならない。

３．資金（研究費）の不正な使用は、研究者倫理に対する最も重大な違反の一つとなることを強

く自覚しなければならない。

第七条【共同研究・プロジェクト】　共同研究・プロジェクトを実施する場合、その構成員は、

研究目的に合致した領域の者でなければならない。

２．共同研究・プロジェクトの組織運営および会計は民主的になされなければならず、構成員の

一部に過重な負担を掛けるものであってはならない。
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３．共同研究・プロジェクトで得た成果の公表にあたっては、各構成員が成果への貢献度に応じ

た取り扱いを受けるよう、慎重な配慮が施されなければならない。

第八条【人権擁護】　学部・研究科に所属する者は、性別・性的指向・年齢・家庭環境・民族的

背景や思想信条の相違、しょうがいの有無などをめぐる差別的な言動を慎重に謹むとともに、

社会的に不適切とされる用語や表現を使用してはならない。ただし引用文に記載された語句に

関してはこの限りではないが、その場合にも引用する必然性がなければならない。

２．学部・研究科において、あるいは上記の共同研究組織において、上位の権限・権威・権力を

有する者が、下位の者に対して、研究・教育・資格附与・昇格・予算配分などにおいて、不当

なる処遇をおこなったり、不利益を与えるようなことはあってはならない。

３．学部・研究科に所属する者は、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメントはも

ちろんのこと、他者に対する如何なる形のハラスメント行為もしてはならず、またそうした行

為を見過ごしてはならない。

４．学部・研究科に所属する者は、上記の差別的、ハラスメント的な用語・表現・言動への理解

を常に深めていかなければならない。

附則

１．倫理指針の改廃は立教大学コミュニティ福祉学部教授会の審議を経て、学部長がこれをおこ

なうものとする。

２．倫理指針は2009年６月24日をもって施行する。
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立教大学コミュニティ福祉学部・研究科 
研究倫理委員会運営規定

第１条【研究倫理委員会の設置】　立教大学コミュニティ福祉学部・研究科（以下、「学部・研究

科」と記す。）は、「立教大学コミュニティ福祉学部・研究科倫理指針」（以下、「倫理指針」と

記す。）を的確に運用するために、教授会のもとに研究倫理委員会（以下、「委員会」と記す。）

を設置する。

第２条【趣旨】　委員会は、学部・研究科における倫理指針の遵守を促し、違反行為を防止する

ことを主たる目的とするが、もし倫理指針に違反する行為が生じた場合、本運営規定（以下、

「運営規定」と記す。）に定められた手続き等を速やかにおこなうものとする。なお運営規定を

作成するにあたって、「立教大学現代心理学部心理学研究倫理委員会規定」（2007年４月１日施

行）および「日本社会福祉学会　研究倫理委員会規定」（2008年１月１日施行）を主たる典拠

とした。

第３条【委員会の構成】　委員会は次の構成委員をもって組織する。

（1）コミュニティ福祉学部学部長・研究科委員長（以下、「学部長」と記す。）の指名する委員

長１名をおく。

（2）委員（以下、「委員」と記す。）は若干名とし、委員長と協議の上、学部長が指名する。

（3）委員長および委員の任命にあたっては、教授会の承認を必要とする。

（4）委員長および委員の任期は２年とするが、再任を妨げない。

第４条【委員会の運営】　委員会は、委員長が召集する。

２．委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

３．議決にあたっては、出席委員の３分の２以上の賛成を必要とする。ただし可否同数のときは、

委員長の裁定するところによる。

第５条【委員会の業務】　委員会は第１条に基づき、以下の各号に掲げるものを主たる業務とす

る。

（1）学部・研究科に所属する者から申請された、研究計画や研究成果物をめぐる倫理指針準拠

保証書の作成。

（2）第14条にて定義する違反事項への調査および報告書の作成。

（3）その他、倫理指針の改正に関する事項など、教授会や委員会が必要と認める業務。
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第６条【倫理指針準拠の保証書】　委員長は、次の各号に掲げる目的のための請求がなされた場

合、委員会の審査結果に基づく倫理指針準拠保証書等を発行することができる。

（1）学術雑誌等への投稿に際して、倫理指針準拠保証書等の提出を求められる場合。

（2）研究機器・薬品等の購入・使用に際して、倫理指針準拠保証書等の提出を求められる場合。

（3）その他、研究計画ないし研究成果物に関して、倫理指針準拠保証書等が必要とされる場合。

第７条【審査の申請】　申請者は、審査申請書（別記第１号様式）を委員長宛に提出する。

２．委員長は、前項の申請がない場合でも、必要があると認めるときには、研究計画または公表

を予定する研究成果物について、申請書の提出を求めることができる。

３．委員長は、前２項に基づく申請について、速やかに委員会に諮問するものとする。

第８条【倫理指針準拠の審査】　委員会は、研究計画や研究成果物をめぐる倫理指針準拠の保証

を、学部・研究科に所属する者から申請された場合、倫理指針に則しているか否かの審査にあ

たる。

２．査読等の予備審査は、申請された計画や成果物の領域に近い学部・研究科の構成員１名に委

託することを原則とする。その際に謝金等は考慮しない。学部・研究科の倫理的水準を高める

ことは、すべての構成員に課せられたものだからである。

３．当該領域に近い構成員が存在しない場合には、学部・研究科外の人員に査読を託すこともあ

り、その際に謝金等が発生する場合は、学部・研究科にて予算措置をおこなう。

４．審査にあたっては、倫理指針全般に依拠しているか否かを問うが、ことに以下の各号に掲げ

る事項に留意する。

（1）研究の対象となる個人や組織、地域の構成員に対する人権擁護。

（2）対象となる個人や組織・地域の構成員に関して、研究によって生じうる不利益や危険性の

回避。

（3）研究の目的や手続きに関して、対象となる個人（必要な場合はその家族・遺族または保護

義務者）や組織・地域の理解を求め、同意を得る手続き。

（4）その他委員会において、倫理上の配慮が必要と認められる事項。

第９条【倫理指針準拠を保証する審査の手続き】　審査の申請がなされた時、委員長は速やかに

委員会を招集して査読等の予備審査にあたる者（原則として１名）を決定し、査読等の調査依

頼をおこなう。

２．委員会での最終審査は、査読等の予備審査の結果報告をもとに審議し、出席委員の３分の２

以上の合意を必要とする。

３．審査の最終決定を下すまでの期間は、400字詰め原稿用紙100枚につき１か月をおおよその

目途とする。
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４．最終審査の結果は、次の各号に掲げる表示によっておこなう。

（1）承認

（2）条件付き承認

（3）加筆修正ないし再手続きの勧告

（4）不承認

第10条【判定の通知】　委員等は、審査終了後、直ちに当該申請者に対して審査結果通知書（別

記第２号様式）により通知するものとする。

２．前項の通知にあたり、判定が第９条第４項の第２号、第３号、第４号のいずれかに該当する

場合、審査結果通知書に理由等を明記しなければならない。

第11条【異議の申立】　申請者は、第10条第１項による通知に対して異議のある場合、一回を原

則として再審査を求めることができる。この場合、審査結果通知書を受領した日の翌日から14

日以内に、異議の根拠となる資料等を添付のうえ、異議申立書（別記第３号様式）を学部長に

提出することとする。

２．学部長は、異議申立書を受領した後、速やかに委員長に対して、委員会において再審査する

よう依頼する。

３．その際、委員会は、初回の査読等の予備審査を担当した者とは別個の者に、改めて査読等の

予備審査を依頼する。

４．委員会は、上項に定めた予備審査の結果をもとに、再審査をおこなう。

５．委員長は、再審査の終了後、直ちに当該申請者に対して、再審査結果報告書（別記第４号様

式）により通知するものとする。

６．再審査の結果は、次の各号に掲げる表示によって行う。

（1）承認

（2）条件つき承認

（3）加筆修正ないし再手続きの勧告

（4）不承認

第12条【研究計画の変更時】　申請者が途中で研究計画を変更しようとする場合には、遅滞なく

研究計画変更届（別記第５号様式）を委員長に提出しなければならない。

２．委員長は、前項の報告について必要性を認めたときは、委員会を招集して審議をおこなう。

３．委員長は、審査終了後、直ちに当該申請者に対して審査結果通知書（別記第６号様式）によっ

て通知するものとする。

４．申請者は、第12号第３項による通知に対して異議のある場合、一回を原則として再審査を求

めることができるものとし、その際の手続きは、第11条に準ずることとする。
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第13条【第三者による倫理指針違反の申立】　学部・研究科に所属する者の調査・研究・教育課

程ないし研究成果物に対して、第三者から倫理指針違反の疑義が出された場合、委員会は、第

５条第１項第２号に記された業務を速やかに果たさなければならない。

２．その際の「倫理指針違反行為」（以下、「違反行為」と記す。）は、原則として第14条に掲げ

られた各号に該当するものとする。

第14条【違反行為の定義】　違反行為とは、研究・教育の過程、および研究成果を論文等として

執筆したり公表する過程において生ずる、次の各号に掲げる行為をいう。

（1）研究や教育をおこなう過程において対象となる人間や組織・地域の人権や名誉を傷つける

行為・機密事項の漏洩、ハラスメント行為。

（2）研究成果を論文等として執筆したり公表するさいのデータ、情報、調査結果等の捏造や改

竄。

（3）研究成果を論文等として執筆したり公表するさいの匿名性保持への違反。

（4）先行研究からの盗作もしくは剽窃。

（5）上記第１号から第４号に準ずる第三者が判断した行為。

（6）前各号に掲げる行為を疑われた証拠の隠滅または調査への妨害。

第15条【違反行為の申立】　違反行為を発見した者、または違反行為の疑義を覚えた者は、顕名

を原則とする申立書を学部長ないし委員長に提出することができる。申立書の書式は特に定め

ない。

２．学部・研究科に所属する者は、前項の申立をおこなう権利を有するとともに義務を負う。

３．匿名による申立があった場合の取り扱いは、学部長の判断に委ねる。

４．違反行為の申立をした者に対して、申立を理由として不利益を被らないよう、最大限の配慮

を施さなければならない。

第16条【違反行為の疑義をめぐる審査の手続き】　審査の申立がなされた時、委員長は速やかに

委員会を招集して、違反行為の有無を審査する手続きに入ることとする。

２．委員会は、前項の審査のために、特別調査委員会を設置する。

３．原則として特別調査委員会のメンバーは３名とし、委員会から１名、委員会以外の学部・研

究科の構成員から２名を委員長が指名する。

４．特別調査委員会の委員長は、当該委員会の互選によるものとする。

５．特別調査委員会は、必要に応じて、学部外の研究者を特別委員として招聘することができる。

６．特別調査委員会の設置、および構成メンバーの決定には、教授会の承認を必要とする。

７．特別調査委員は、必要に応じて、疑義を申し立てられた者、および疑義を申し立てた者から

別個に事情聴取することができる。
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８．委員会は、特別調査委員会からの報告書を受けて、最終決定を下すものとする。

９．審査の最終決定を下すまでの期間は、400字詰め原稿用紙200枚につき１か月をおおよその

目途とするが、急を要する場合にはこのかぎりではない。

10．最終報告書は、特別調査委員会の報告書をもとに審議を重ねた上で、委員長が指名した委員

が作成する。

11．最終報告書を議決するにあたっては、出席委員の３分の２以上の合意を必要とする。

12．委員長は、審査の終了後、速やかに審査結果を学部長を通して教授会に報告する。

第17条【不服の申立】　違反行為と教授会にて裁定された者は、一カ月以内を原則として、学部

長ないし委員長に、根拠となる資料等を添付のうえ、不服の申立をおこなうことができる。

２．不服の申立がなされた場合、委員会は、速やかに再審査をおこなうものとする。

３．再審査を始めるにあたって、委員会は、すでに設置された特別調査委員会に新たに２名を加

え、再調査を依頼する。

４．再審査の過程は、第16条第４項〜第11項に準ずるものとする。

５．委員長は、再審査の終了後、速やかに再審査結果を学部長を通して教授会に報告する。

第18条【守秘義務】　委員会の委員は、第16条・第17条に基づいて設置される特別調査委員会の

委員も含め、調査・審査の過程で知り得た秘密を不必要に漏洩してはならない。

２．審査の経緯は記録として保存するが、公表しないことを原則とする。

附則

１．運営規定の改正は立教大学コミュニティ福祉学部教授会の審議を経て、学部長がこれをおこ

なうものとする。

２．運営規定は2009年６月24日をもって施行する。
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学部紀要編集・執筆要綱

Ⅰ．編集要綱

１．紀要の名称

『立教大学コミュニティ福祉学部紀要』とする。

２．体裁

B5判横書きとする。

３．編集

紀要委員会は、掲載する原稿の選定を行い、編集に関する責任を負う。

４．原稿の種別

本誌に掲載する原稿の種別は、次の各号に挙げるものとする。

①論文、②研究ノート、③書評、④翻訳、⑤教育研究活動の報告、⑥修士論文題目一覧・

博士学位請求論文題目一覧、⑦その他、紀要委員会が掲載を認めたもの

５．執筆者の資格

　　1） 本誌の執筆者は、原則として学部専任教員（コミュニティ福祉研究所所員等を含む）と

する。

　　2） 客員研究員（元客員研究員を含む）が執筆の場合や専任教員以外の者との共同執筆の場

合には、紀要委員会の承認を受けることとする。

Ⅱ．執筆要綱

１．原稿の種類と制限枚数

掲載原稿の種別を論文、研究ノート、書評、その他紀要委員会が認めたものとし、それぞ

れの分量を次の通りとする。

　　1） 原著論文は、図表を含めて12,000字〜 20,000字（400字原稿用紙30枚〜 50枚）とする。

なお、外国語原稿（アルファベットなど）の場合は、図表を含めて１ページにつき65 

strokes  25lines  にてA4判22.5枚〜 37.5枚とする。

　　2）研究ノートは、1）に準ずる。

　　3）翻訳は、1）に準ずる。
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　　4） 書評、その他は、2,000字（５枚）程度とする。

２．研究ノート、その他

研究ノート、その他には、研究上の問題提起、内外の動向紹介、研究プロジェクトの経過

報告、調査報告、他の著書・論文への批判・反論等を含む。

３．原稿の形式

原稿はすべて横書きとする。

日本語原稿に関しては、A4判用紙に40字×30行で印字したワープロ原稿が望ましい。

４．文体

文体は原則として口語体の「である調」とし、文字は新かなづかい、当用漢字とする。

５．章立て

章節の立て方は、原則として次の通りとする。

　　1）章に当たるもの　Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．（ローマ数字）

　　2）節に当たるもの　１．２．３．（算用数字）

　　3）項に当たるもの　1）2）3）（算用数字、半角）

　　4）以下、①　②　③

６．注

注は脚注とせず文末にまとめることとする。

本文中の注番号は、該当箇所の右肩に（1）（2）（3）（半角）で表示する。

７．参考文献

参考文献は論文の最後に列挙することとする。

表記の方法は原則として以下の通りとする。

尾崎　新（1999）『「ゆらぐ」ことのできる力』誠信書房。

岡田　徹（2005）「コミュニティ福祉学とは何か」岡田徹・高橋紘士編『コミュニティ

福祉学入門』有斐閣。

橋本正明（2002）「介護保険　いくつかの視点からの現状評価」『コミュニティ福祉学部

紀要』第４号，pp.3 -18。

Kendall, Jeremy (2003) The Voluntary Sector, London: Routledge.

Lewis, J. (2004) “What is new labour? can it deliver on social policy?” in Welfare State 

Change: Towards a Third Way?, edited by J. Lewis and R. Surender. Oxford: Oxford 
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University Press.

Archambault, E. (2001) “Historical roots of the nonprofit sector in France”, Nonprofit and 

Voluntary Sector Quarterly, vol.30, no.2, pp.204-220.

インターネット掲載ページの場合は、そのページのタイトル、URL、および最終確認日を

明記する。

（例）United Nations (2010) Human Development Report 2010,

　http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/（2010年４月７日）

８．引用方法

本文または注においてほかの文献の記述を引用する、または参照する場合は、その出典の

記載は原則として以下の通りとする。

［尾崎（1999），p.124］　；　［Kendall（2003），p.26］

ただし、前後関係から判断して［　］を必要としない場合は省いてよい。

（例　注において）　（5）尾崎　新（1999）p.124。

（例　本文において）　……と思われる。ところで、Kendall（2003）によれば、……。

９．図・表

図・表は図１、表１のように記入し、原稿に挿入するべき場所を指定し、また別の用紙に

図・表を添付すること。

図・表を他の著作物から転載する場合には、出典を図・表の下に明示すること。

なお複雑な図表や写真が多い場合、紀要委員会の審議により、執筆者が実費を負担するこ

とがある。

10．英文要約

原著論文には英文またはその他の外国語のタイトル、および要約（原則として、英文200

語以内）を添付すること。

11．キーワード

原著論文には、英文要約の下に、内容を表す英語のkey wordを３〜５個程度付けること。

12．投稿の申し込み

執筆者は、所定の申込用紙に執筆者名、題目、原稿予定枚数、図表数、希望抜刷数等を記

入し、所定の期日までに紀要委員会へ提出すること。
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13．原稿の提出方法

原稿は紙媒体のものとデジタルの両方を、紀要委員会事務局へ提出すること。

デジタルデータは、原則として電子メールに添付する方法で提出する。

14．著作権の帰属

本紀要に掲載された論文、抄録の著作権は〈立教大学コミュニティ福祉学部〉に帰属する。

ただし、著者が著者自身の研究・教育活動に使用する際は、許可なく使用することができる

ものとする。

15．オンライン公開

掲載原稿については、PDF化してリポジトリに登録し、全文をオンライン上に公開する。

本要綱は、1998年7月10日、立教大学コミュニティ福祉学部研究紀要委員会によって作成され

た。

2009年９月30日、立教大学コミュニティ福祉学部教授会の審議を経て、一部を改訂した。

2010年11月10日、立教大学コミュニティ福祉学部教授会の審議を経て、一部を改訂した。

2011年５月11日、立教大学コミュニティ福祉学部教授会の審議を経て、一部を改訂した。

2011年10月26日、立教大学コミュニティ福祉学部教授会の審議を経て、一部を改訂した。

2012年６月13日、立教大学コミュニティ福祉学部教授会の審議を経て、一部を改訂した。




